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はじめに

インドの地方行政制度はパンチャーヤット

(panchayat）制度として知られている。ペンチ

ャーヤットのパンチャ（パーンチ）とは数の 5,

パンチャーヤットで「5人の長老」という意味

となる。かつてインドの村帯が5人前後の長老

格の村民で自治的に統括されていたことから，

近代地方行政制度の命名にこの語が取り入れら

れた。しかし現在のパンチャーヤッ卜には古来

の制度と鎖似する点はない。現在のインドでバ

ンチャーヤット制度と呼ばれる地方行政制度は，

通常は複数村を単位とする村落パンチャーヤッ

ト（grampanchayat）を基層に，中関のブロック

段階，県段階に成人普通選挙によって組織され

る地方政府で構成される重層の行政制度である。

しかしパンチャーヤット制度についての統一

的な定義はなしそれが担うべき機能の規定の

認識はー憾ではなかった。パンチャーヤットは
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国家開発事業の出先機関なのか，地方分権化を

進めて最終的には地方自治を呂指すのか，地方

分権を進めるのならどのような役割を負担する

のか，といった基本的な点で方向が定まらない

まま，時代によって，地域によって多様な形態

をとり，多様な展開をとげてきた。

パンチャーヤット制度の重要性が真剣に検討

されるのは，インドの政治が多党化し始める

1970年前後以降である（注1）。一党優位体制のも

とでインド連邦制を中央政府の立場から統合的

に維持してきたインド国民会議派（IndianNation-

al Congr四ゅの勢力に衰えが生じ，州に非会議

派政権が次々と誕生する状況は，政治勢力の拡

大，縫立のうえで州における政治基盤固めの重

要性を政党に認識させた。そのようななかで，

パンチャーヤット制度をとおして実施される開

発事業の政治的役割が注目され始めた。州によ

っては，パンチャーヤット制度を組み替えるこ

とによって，パンチャーヤットを経由して流れ

る農村開発事業資金を農村政治基盤の確立のた

めに利用した。また， 1980年代末にラジーヴ・

ガンディー（RajivGan品i）会議派中央政権が試

みたように，憲法改正によって，中央政府が実

施する農村の貧困層対策，弱者対策事業を，州

政府は通過するだけでパンチャーヤットによる

執行に委ねることで，中央政権党への農村から

の支持を確保しようとする動きもあった。これ
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らは，パンチャーヤット制度の政治的重要性へ

の認識から発したものといえる。パンチャーヤ

ット制度は，農村における開発行政のtl:h込手と

しての役割と同時に，新たに政治制度としての

役割も認識されるようになったc それにともな

い地方自治という概念もパンチャーヤット制度

に付加されるようになった。

パンチャーヤット制度のひとつの到達点は

1993年の憲法改正である。この憲法改正によっ

て，それまで州によって異なる形態をとってき

たパンチャーヤット制度が，全国一律の体系を

与えられ，特定された機能と権限をもっ，成人

普通選挙で選出される地方自治組織として規定

されたことは重要であるc 以下では，パンチャ

ーヤット制度が，多党化の進行という政治変化

のなかで，地方自治の拠点として再定義されて

いく過程を検討し，新生パンチャーヤット制度

の問題点を考えてみたい悦2）。

なお，新制度下での広義のパンチャーヤット

には，農村部におけるパンチャーヤットと，都

市部のミュニシパリティー（municipality）と呼

ばれる機関が含まれるが，ここでは，パンチャ

ーヤット制度の議論の中核である，農村部のパ

ンチャーヤット制度を中心に検討する。

（注 1) インド政治の多党化は，井上恭子「イン

ドー国民会議派体制の崩壊と多党制への移行」（岩崎

育夫編『アジアと民主主義 政治権力者の思怨と行

動一一」研究双書 No.471 アジア経済研究所 1997 

｛￥）を参照。

（注2) パンチャーヤットに関する資料は多い。

犠礎的な文献としては AnirbanKashyap, Panchayati 

Raj: 防ewsof Founding Fathe1古 andRecommenda 

lions of D砂ere時tCommittees (New Delhi: Lancers 

Hooks, 1989)/George M呂thew,Status of Panchayati 

Raj in the States of India 1994 (New Delhi: Concept 

Publishing Company, 1995)/ Amitava Mukherjee 

インドにおける地方行政

号d.,Dece持tralisation:Panchayafs in the Nineties(New 

Delhi: Vikas Publishing House, 1994)/Hoshiar 

Singh, Administration of Rural Develofr,持untin 

Ind沼（N昔、vDelhi: Sterling Publishers, 1995）な

どがある。パンチャーヤット財政に関しては M.A.

O仁川1menand Abhijit Datta, Panchayaお andTheir 

Finance (New Delhi: Institute of Social Sciences 

and Concept Publishing Company, Iヲ95）などc 日

本語論文では，制度論を中心とした議論として浅野

宣之「インド憲法改亙と地方制度一一村落パンチャー

ヤットを中心として一一」（安田信之編『南アジアの

市場化・法・社会』名古屋大学大学院国際開発研究

科 1997年入連邦制という統治機構のなかでのペン

チャーヤット制度に関する議論では広瀬崇子「イン

ドの地方自治鱗度」（rアジア諸国の地方秘度（III）』

財団法人地方自治協会 1994年），またノfンチャーヤ

ット財政の検討では金子勝「インドの地方分権化と

ノfンチャーヤト財政一一発炭途上陸における地方財政

問題一一」（「専修経済学論集』第32巻第1号 1997年

7月）カfある。

I パンチャーヤット制度の歴史的展開

1 . インド憲法とパンチャーヤット制度

インドの近代的地方行政制度は，英領時代に

基礎が固められた。植民地政府の行政効率を高

めるために地方行政制度の充実と権限の地方委

譲を実現する必要があり，また，地方行政を地

方税収でまかなうことによって植民地財政への

負担を軽減するという目的もあった。

1882年 5月18日に植民地政府は，「選出され

た民間人が過半数で，民間人の議長をもっ池方

協議会（localboards）をインド地方自治の基層

とする」という決定を下し，これにより地方行

政組織体制の統一的な基本形態が形成された。

その後， 1907年に政府は，地方分権化委員会

(Royal Commission on Decentralisation）を設置

い問委員会は1909年に上記決定をさらに具体
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的に議論して「村の行政運営のためにパンチャ

ーヤットを重視する」という報告書を提出した。

同じく 1909年にインド国民会議派ラホール大会

は，「村落パンチャーヤットから上に，選出さ

れた議長をもっ，充分な財政配分を受ける地方

組織を選出する措置を早急にとるよう，政府に

促す」決議を採択している悦 1＼以降，パンチ

ャーヤット制度は地方行政機関として緩やかで

はあるが一定の進展をとげていったGれらさら

に1935年のインド統治法による地方自治組織設

置の制定は，地方制度の整備を促した。その結

果， 1948年までに20の藩王国が村落パンチャー

ヤットj去をもつに至った（注3）。ただしこのよう

にして成立したパンチャーヤットではあるが，

この時点では特定地域で限定的な役割をもつに

すぎなかった（注心。

インドが1947年に独立を達成した後，インド

憲法制定過程での地方制度の議論と，憲法にお

けるパンチャーヤヅト制度の位置づけは，その

後のパンチャーヤット制度の展開の起点となっ

た。憲法制定過程でのパンチャーヤット制度の

議論には， M•K ・ガンディー（Mohandas Karam-

chand Gandhi）のパンチャーヤット論が影響し

ている。ガンディーは， 「村落自治J (village 

swaraj）の農村共同体を理想とした（注5）。ガンデ

ィーは，「Ci分の考える村落自治は，その基本

的な必要を近隣に依存せず，しかし依存せざる

をえない多くの点では相互に依存的な，完全な

共和体である。…・・・村の政府はパンチャーヤッ

トにより運営される」と述べている（注6）。実際

にはガンディーのこのような構想は，現実的と

はみなされなかったが，無視しえないものとし

て憲法制定委員会の議論の過程で浮上した。

ところでガンディーの特務自治体論と対極の
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見解には，アンベードカル（B.R.Ambedkar）＜注7)

による村落共和体批判がある。アンベードカル

は憲法制定委員会での議論で，「太古のヒンド

ゥ一国家モデ、ルに基づいて，新憲法を村落パン

チャーヤヅトのうえに構築しようとする極論」

に反対し，それを「無知で偏狭で、コミュナル」

と評し， f 村落自治体はインドの破滅のもと」

であると批判した（注8）。アンベードカルは，ガ

ンディーの村落自治体に個人の不在，民主主義

の欠如，不平等をみており，その点から強く反

対した。

1948年11月4日から憲法制定委員会が憲法草

案の審議を開始したが，この草案にはパンチャ

ーヤット制度設置の条項はなしそのことにガ

ンディーとガンディ一信奉者が不満をもった。

その結果， 1948年11月17日からの草案審議の過

程で，パンチャーヤット制度導入が議論され，

同月22日に委員サンタナム（K.Santhanam）が，

ペンチャーヤット制度の導入を「国家指導原則日

のー部として追加する修正提案を提出し，同日，

示認された（注9）。これにより村落パンチャーヤ

ツト制度は， 1950年施行のインド憲法第 4翠

「国家指導原則」の第40条に「村落ノtンチャー

ヤット組織」として盛り込まれた。インド憲法

第40条は，「国家（State）は村落パンチャーヤッ

ト（villa伊 panchay引 s）を設置し，それが自治政

府として機能しうる権限・権威を付与すべく諸

措置をとる」と規定している。「国家」とは，

インド政府・議会，情政府・議会，すべての地

方その他の政府機能を指すと解釈されている。

このような経緯でペンチャーヤット制度が憲

法に組み込まれたことが，以降のパンチャーヤ

ット制度の展開に影響していることに筒意して

おく必要がある。パンチャーヤット制度の機能，
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権限，役割への具体的な検討もなく世10），ガン

ディーの理念を取り入れることを主眼にパンチ

ャーヤット制度が憲法第40条に挿入されたとい

う事実は，その後のパンチャーヤット制度の暖

昧さの一因となった。

2. 独立後のパンチャーヤッ卜制度

独立後のパンチャーヤット制度を，その展開

の内容に応じていくつかの時代lこ区分する。ま

ず独立以降1959年までの時期を，模索の時期

としてとらえる。この時期，農村・農業開発の

手段としてコミュニティ開発事業（Community

Development Programme，以下CD事業）が試み

られたが，これはパンチャーヤット制度と直接

に連携したものではなしまた，事業自体も意

図した成果をあげなかった。続く 1959年から初

代首相ネルーの死の1964年までの期間は，農村

開発のためにパンチャーヤット制度の活用が試

みられた時期である。村落を基層に県レベルに

至るパンチャーヤット制度の整備が試みられた。

しかしネルーの死後，この動きは停滞した。

1964年から1977ft：まではパンチャーヤット制

度の低迷期である。インディラ・ガンディー

(Indira Gandhi）会議派政権のもとで中央集権化

が進み，パンチャーヤット制度への関心は低か

った。

1977年12月に政府がパンチャーヤット制度に

関する調査委員会を設置し，以降パンチャーヤ

ット制度は新展開を見せる。 1977年とは， 1975

年6月からの非常事態体制時代が終了し，第6

j欠連邦下院議員選挙の結果，ジャナタ党(Janata

ドarty）のモラルジー・デサイ（MorarjiDesai) 

政権が誕生した年である。インド国民会議派か

ら政権を奪ったジャナタ党は，インディラ・ガ

ンディー前政権による非常事態体制下で弾圧を

インドにおける池方行政

受けた諸野党の連合体であるc 中央集権化を目

指した前政権に対して，ジャナタ党政権は州権

限の拡大と地方分権を唱え，その一環で、パンチ

ャーヤット制度の見直しと勧告を任務とする上

記委員会を設置した。以降10年余りの期間，パ

ンチャーヤット制度をめぐって関心が高まって

しベ。その後，パンチャーヤット制度改革を目

的としてラジーヴ・ガンディー国民会議派政権

が構想、した1989年の憲法改正の試みに始まり，

1993年の第73, 74次憲法改正を経て現在に至る

期間は，パンチャーヤット制度が地方自治の性

格を付与された地方行政制度として歩み始めた

期間である。次節以下，この時代区分に従って，

パンチャーヤット制度の展開と変遵を見ること

にしたv，（，主11)。

（注 1) Mathew, Status oj Paηclwyati Raj ... , 

pp. 2-3目

（注2) ちなみに， 1925年までに英領インドの8プ

ロヴィンスが村落パンチャーヤット法（VillagePan-

chayat Act）を可決した。 Ibid.,p目 3目

（注3) Ibid., pp. 144 145. 

( i't 4 ) George Mathew, ＇‘Panchayats: The Lo 

cal Self-government System in India." in Decentral 

ised Gover時ancein Asian Count円es. ed. Abdul 

Aziz and David D. Arnold (New Delhi: Sage 

Publications, 1996), p. 126. 

（注5) 関連した共同体の議論では， 1830年代の

英領インド州総督（ProvincialGovernor General）メ

トカーフ（CharlesMetcalfe）が，インド村落の自治

的運営に注目してこれらを「小共和体」 (littlerepub-

lies）と称している。原典はかゆ刈zlGazetteer of 

India, vol. N, 1909, pp. 278 279，づ！/tiは Azizand 

Arnold eds., Decentralised Governance , p. 1260 

( it 6 l M. K. Gandhi，“My Id日aof Village 

Swaraj," Harija棺， July26, 1942, •JI m l土Kashyap,

Panclwyati Raj , pp. 1-3。

（注7) 1891～1956年，不可触民カースト出身，

初代ネルー (JawaharlalNehru）内閣法相。

ラ
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（注8) Constituent A抑制blyDebate品 vol.vn. 
November 4, 1948, pp. 38-39. 

（注9) Ibid., November 22, 1948, pp. 520-527. 

この修正提案は，この時点では憲法草案の「国家指

導原則」のなかの第31条に続く第31A条追加の提案

となっているが，その後の憲法草案審議の過程で条

項の移動などがあり，インド憲法正文では第40条と

なった。

（注10) カシヤプは，初代首相ネルーをはじめパ

テル（SardarVallabhbhai Patel)，ラジエンドラ・プ

ラサード（RajendraPrasad）など主要な政治家は憲

法制定委員会でパンチャーヤットに河ら言及していな

い，と指摘している。 Kashyap,Panchayati Raj 

pp. 19 22. 

（注11) ノfンチャーヤット制度の時期区分として，

マテウは，パンチャーヤット制度の第 1期を1959年

10月からネルーの死の1964年とし，第2期は1964年

から1977年の13年間で，これをノtンチャーヤット制

度の権威失墜の時期とし，マハラシュトラとグジャ

ラートを除き，パンチャーヤット制度は村落のすべ

ての悪の根源と見なされたとしている。これに1977

年のアソカ・メータ委員会設置以降の時期が続くと

している。 Mathew,Status of Panchayati Raj 

p. 129.一方，後述するアソカ・メータ委員会は1978

年提出の報告書で，パンチャーヤッ卜制度を(1）萌芽

期（1959～1964年）. (2）停滞期 (1965～1969年）, 13）後

退期（1969～1977年）と区分している。 Government

of India, Ministry of Agriculture and Irrigation, 

Department of Rural Development, Report of the 

Committee on Pane加1yatiRaj f多istitutio叫 Chair

man: Asoka Mehta (New Delhi, August 1978), p. 4 

（以下，アソカ・メータ委員会報告書と略称）

II パンチャーヤット制度の創成期

から低迷期へ（1977年まで）

1 . パルワントライ・メータ義員会のパンチ

ャーヤット鵠

第 1次5カ年計画 (1951～1956年）の第 2年

度である1952年10月2日，農村を対象とするコ

ミュニティ開発事業（CD事業）が発足した。こ
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れは農村の生活基盤改善，教育，保健などの改

蕎をとおして農村部の開発lこ総合的に取り組む

ことを目的とする事業である。 CD事業は発足

後まもなく活動が停滞したが，その原因のひと

つは地方行政組織整備の遅れであった。第1次

5カ年計画は「村にパンチャーヤットの設置が

必要であるJ借りとうたっているが，実際には

CD事業は地方行政官を通じて実施され，パン

チャーヤ y ト制度とは直結していなかった。前

節で述べたように憲法第40条のパンチャーヤッ

ト制度が，具体的な農村開発事業の実行組織と

して想定されたものではなかったことが，この

背景にある。

第 1次5カ年計画は，農業と CD事業を総合

的にとらえ（注2l, CD事業を「農村の社会・経

済生活の変革の過程を進めるもの」（iHJc位置

づけた。それと同時に事業対象として農村をブ

ロック単位に編成した。しかしこれは CD事業

実施のための村落編成であり，地方行政組織化

を主目的とするものではなかった。 1ブロック

は平均して約 100カ村，擁する人口｛土 6万から

？万であった。 CD事業は全国で55件発足し，

各事業が対象とするのは約300十すつまり 3ブロッ

ク，その範閥は平均450～500平方マイル（約1165

～1295平方キロメートル），耕地面積は15万エー

カー（約6万ヘクタール）であった悦4）。事業の

拠出金は lCD事業当り 5年間て＊平均120万ルビ

ー，そのうち州政府のシェアは22%，約80%が

中央政府となっていた惟5)0 なお CD事業の拡

大のため全国普及サービス（NationalExtension 

Service）が発足し，村落活動片付1llage level 

workers）が政府により任命，派遣されたが，村

落活動員をとおした CD事業とパンチャーヤツ

トとの関連は薄かった。
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CD事業は，対象と拳業内容を広げすぎ，資

金不足に陥り，期待どおりの成果があがらなか

った。そのため次第に，食糧不足など緊急問題

に対処するための重点事業を優先する方向に転

じていった。特定地域で重点的に事業を実施し，

農業生産を上げることが目的となり，パッケー

ジ方式の事業に力点が移るようになった。それ

とともに，パンチャーヤット制度整儀の必要性

と地方行政組織との関連はさらに希薄となった。

1957年1月に， CD事業の評価と改善案作成

のため，パルワントライ・メータ（Balwantrai

Mehta）下院議員を委員長とする調査委員会が任

命された。同委員会はその報告書（注6）で， CD

事業その他の農村地域開発事業は，責任と権限

の分与なくしては難しいとして，地方分権化の

}j向での地方行政改革を提案した。問委員会報

告書は，「行政の地万分権化が開発事業の効果

的な実施には欠かせない。地方分権化された行

政制度は選出機関の監督下に置くべきである」

と勧告し，直接選挙を含む「民主的地方分権化」

を提唱し， 3層からなるパンチャーヤット制度

を勧告した。また， 3騨それぞれの機能分担，

収入源を特定し，地方行政訂・徴税官とは別に

パンチャーヤット制度運営のための常任公務員

の導入を勧告した。

このように報告書は，選挙による「民主的地

方分権」を提唱し「選出代議機関であるパンチ

ャーヤットをとおして CD事業への住民参加」

を進めるとしている。しかし，パンチャーヤッ

トがCD事業実施上必要という点は強調されて

いるが，「地方分権化」の内容，分権化の方法

は明確でない。マトゥル（P.C. Mathur）は，報

告書は「民主的地方分権化」を強調しパンチャ

ーヤットを地方行政組織として構想しているが，

インドにおける地方行政

国家開発目標の達成が前提としてあり，地元か

らの要求には必ずしも応じる必要はないとの基

本線が合意されていたと分析している（注7）。

パルワントライ・メータ委員会報告書のパン

チャーヤット制度の基本的構想は， 3層の制度

である。複数村を集めた村落パンチャーヤット

が基層となり，その上位のブロック段階に中問

機構のパンチャーヤット議会（panchayatsamiti) 

が作られ，その上位に諮問機関的性格が強い統

括機関として県評議会（zillaparishad）が置かれ

る形である。 3層のなかでは，ブロックのパン

チャーヤット議会が開発活動の中心的機能を担

う。各層のつながりは，村落パンチャーヤット

議長がパンチャーヤット議会委員となり，パン

チャーヤット議会議長が嬢評議会委員となる。

パルワントライ・メータ委員会勧告の 3層ノf

ンチャーヤット制度は1958年に国家開発評議会

(National Development Council）で承認され，

同評議会は，各州にそれぞれが最適と考えるパ

ンチャーヤットの構造を考案するよう指示した。

ちなみにインド憲法は第7付則において，地方

臼治政府を州政府の管轄事項と定めている。し

たがってパンチャーヤットに関する決定LHiiが

百任をもつこととなっている他自ら

国家開発評議会の承認を受けてパンチャーヤ

ット制度は， 1959年10月2日にラジャスタン州

ナガウル（Nagaur）（注9）で，ネル一首相の開始宣

言とともに発足した（注10）。以降，各州、｜てーパンチ

ャーヤット法の制定とパンチャーヤット制度整

備が進められ， 1960年代半ばまでに，ほとんど

の州と連邦直轄地でパンチャーヤット制度の法

定化が整った（注11)。州によりパンチャーヤット

制度の構成は異なる（表 1）。

この時期のパンチャーヤット制度の運営には，

7 
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州によって差がある。ど、ハール婦では県評議会

はわずか8県で発足したのみで，それもすぐに

休止となり，一方タミル・ナード州のパンチャ

ーヤット議会やアンドラ・プラデシュ州の県評

議会などは，教育，水供給，道路建設などへの

貢献が評価されている。また，ケララ州、｜は，村

落パンチャーヤットのみであるが，その機能と

規模は他州のパンチャーヤット議会に近く，運

常内容も評価されているc 逆にウッタル・プラ

デシュ州は，県評議会，パンチャーヤット議会，

村落ノfンチャーヤットの数は多いが，多くは極

端な資金不足のためうまく機能しなかったとさ

れる（注12）。州によって重点も異なっていた。マ

ハラシュトラ州は県レベルの制度化を志向し，

ラジャスタンm，アンドラ・プラデシュ持fなど

ほとんどの州はブロック・レベルのパンチャー

ヤット議会の機能を中心に据えたほ13）。

パルワントライ・メータ委員会勧告に従った

パンチャーヤット制度改革では，複数村を単位

とする村落ノfンチャーヤットから上に向かう間

接代議制度がとられたが，これには，次のよう

な欠陥があった。まず基！留の村落パンチャーヤ

ツトから上がってしぺ代議制度は県評議会で止

まり，州と国の政治とパンチャーヤットとの結

びつきは弱かった。これがパンチャーヤット制

度への関心の薄さにつながった。またパンチャ

ーヤットに参加できる人材も限定された。直接

選挙に基づく村落ノfンチャーヤットを除いて間

接的選出方法をとるため，上位組織に参加する

には，まず村落パンチャーヤット議長となる必

艇があった。村落ノfンチャーヤットの代議員は，

ほとんどの場合上位・有力カーストが独占する

ため，パンチャーヤット制度で付与される機能

と権限は彼らの農村社会支配強化に利用される

インドにおける地方行政

こととなる。これらの農村エリートは自己への

利益誘導を優先し，一般に社会的弱者や貧困層

を受益者とする農村開発事業には消極的であっ

た。このことも，パンチャーヤット制度が広範

な関心を呼ばない理由となった。

先に述べたようにパルワントライ・メータ委

員会報告書の目的は，パンチャーヤット制度の

整備よりむしろ， CD事業を農村の地方行政組

織をとおして効率化することにあった。しかし

次第に，当の CD事業そのものが縮小し変質し

ていったため，パンチャーヤット整備も停滞す

る。加えて1960年頃から政府は， CD事業とは

別個に農村開発事業を発足させるようになっ

た｛山九これら事業の管理運営責任は政府行政

宮が掌握した。同時に，県を経由して配分され

る事業費も減少した惟15）。ニうして農村開発事

業とパンチャーヤット制度を結びつける構想は

破綻をきたし始め， 1964年のネルー首相の死以

降，パンチャーヤット制度の展開は停滞する。

2. パンチャーヤット制度の低迷期

続く 1965年から1977年までの時期は，パンチ

ャーヤット制度の低迷期である。政治，経済環

境では， 1962年の中印紛争敗北に続き， 1964年

のネルーの死， 1965年の印ノ完結｝争，シャストリ

(Lal Bahadur Shastri）首相の死去とインディラ

・ガンディーの首相就任， 1966/67年度， 1967/

68年度と続く大早魁，その問インド国民会議派

は州政権の多くを失し），さらに1969年には同党

の分裂， 1971年の第5次連邦下院選挙‘ 1972年

ω州議会選挙におけるインディラ・ガンディ一

首相派の会議派の圧勝など，大きな変動が続い

た。パンチャーヤット制度を整備しうる政治環

境ではなかった。また，この時期に実施された

多くの農村地域開発事業は，迅速で効果的な執

9 
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行を重視したため，パンチャーヤット制度を経

由しないものが多かった。そのことはパンチャ

ーヤット制度の重要性をさらに低めた世16）。

先に述べたように，法的かっ形式的にパンチ

ャーヤット制度は存在した。しかしこの時期，

ほとんどの州て、パンチャーヤット制度は運営さ

れていない。中央政府の機構をみてもパンチャ

ーヤット制度への関心の低下は顕著で，たとえ

ば1966年に，パンチャーヤット制度を管轄して

いたコミュニティ開発省（Ministryof Commu-

nity Development）は局に縮小し，食料・農業

省、（Ministryof Food and Agricultur引の管轄下

に置かれた。 1971年にはコミュニティ開発は

名称を変えて農村開発となった世17)C ジャイン

(L. C. Jain）はこれを，「単に名称｛の変車ではな

い。コミュニティとパンチャーヤットが変革と

開発のための機関であることをやめた事実を示

す」と述べている（注18）。なお現在パンチャーヤ

ット制度は，農村開発省（Ministry of Rural 

Development）の管轄下に置かれている。

またこの時期，多くの州がノfンチャーヤット

選挙を延期もしくは中止したむ国会議員，州議

会議員がパンチャーヤット制度を，自しょの政治

的権威を脅かすものとみて非協力的であったこ

とも，パンチャーヤット選挙の延期につながっ

た世間。国会議員，州議会議員はパンチャーヤ

ット議会や県評議会で投禁権をもたず，役職に

もっけない場合が多しこのことは，これら政

治家のパンチャーヤット制度への無関心を招い

TこQ

この時期は，連邦政府政権党がインディラ・

カ、ンディーヰ：.：し＇るインド悶民会議派の時期であ

るが，政治的には， i諸民会議派の勢力は縮小し

諸政党の台蝋が目立つ。多くの州では非会議派

IO 

政党が政権を掌握した（［凶）。そのことも，この

時期のパンチャーヤット制度の展開に影響して

いる。インディラ・ガンディ一政権は，野党勢

力の伸張という会議派にとっては危機的といえ

る状況のなかで，中央への政治行政権限集fわを

進め地方基盤の反対勢力の活動を抑えることで

権力を堅持しようとしたっインディラ・ガンデ

ィ一首相がとった政治手法lこは，「貧困追放」

のスローガンに象徴されるように，州政府の頭

越しに，自党の党組織をも飛び越えて，大衆に

恩恵的な施策を直接訴えかけて政権への支持を

集めるというものがある。その際，州政府が中

央政府と撤対していたり，州レベルでの政治対

立が，中央政府から国民に発する「貧困追放」

スローガンの効巣を削ぐ恐れがある場合，州政

府，地Ji政府は邪麓な中間介在者となる。イン

ディラ・ガンディー首相は頻繁に州政治への介

入をおこなった。これは，州政権党が国民会議

派である場合は，政府機能と党組織を利用した

中央から州十＼の介入と統制という形をとり，州

政権党が野党である場合は，中央政府の行政権

限行使による州行政への干渉と介入，つまり野

党勢力の切り崩しと抑庄という形をとったο

このような政治事情のもとでは，州政権党が

中央政府と同じく会議派である場合，パンチャ

ーヤット制度を利用して農村に！よく政権基盤を

閉める積極的な埋自はなかった。むしろ中央ω

指令に忠実に従った州政治選嘗，地方政治i運営

が要求された。先に述べたようにこの時期，イ

ンディラ・ガンディー首相自ら．頻繁lこ州首相，

州閣僚人事や会議派州委員会役員人事に介入し

たが，その臼的は州において独自ω勢力基盤を

もっ政治家の出現を監制するためであった。し

たがって，地方開発をとおして政治家が独自の
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インドにおりる地方行政

表2 連邦下院議員の職業別構成

政治・社会活動よ: 総議席数

（%） 

第1次 432 
第2次 1957～1962年 30.24 486 
第3次 1962～1967年 27.44 24.46 18.72 470 
第4次 1967～1970年 30.61 17.49 22.86 503 
第5次 1971～1977年 32.20 20.35 18.97 506 
第6次 1977～1980年 35.93 23.42 20.00 525 
第7次 1980～1984年 39.38 22.17 17.20 523 
第8次 1984～1989年 38.30 19.05 16.03 530 

一一一

（出所） Kuldeep Mathur，“Politics and Implementation of Integrated Rural 
Development Programme，＇’ Economic and Political Weekly, vol. XXX, 
nos. 41 and 42, October 14-21, 1995, p. 2703. 

政治基盤を築きうるパンチャーヤット制度の整

備は，党中央の望むものではなかった。このこ

とが，この時期のパンチャーヤット制度が低調

であった一同となっている悦加。ほとんどの会

議派政権州はパンチャーヤット制度改革に消極

的で，パンチャーヤットを停止状態にしたり，

パンチャーヤット制度の運営を行政官に委ねた。

また，野党政権州でも，州政府に非協力的な中

央政権のもとでのパンチャーヤット制度の整備

は，政治的・経済的負担が高い反面，効果が現

れにくいため，積極的な行動をとりにくかった。

インディラ・ガンディーの統治スタイル，政

党の政治抗争といった観点からの分析とは別に，

マトゥル（K.Mathur）は，国会議員の職業別構

成比の変化から議論を進め，社会政治構造の変

革に注目して，この時期のパンチャーヤヅト制

度の低調さと，パンチャーヤット選挙が実施さ

れにくい事情を説明している。インド下院の職

業別構成比は，第 1次国会 (1952年成立）では

「j去律家J が35.5%を占めていたが，次第にそ

の比率は低ドした。逆に第I次回会で22.5%で

あった「畏民」の比率が大きくなり，第4次国

会（1967年成立）では「農民」の比率は30%を

超えた（表2参照）。これらの「農民」は必ずし

も農業を専業としておらず，ほかに主要な収入

源をもっている者も相当数ある。しかし彼らの

多くは農村にお付る社会・経済的エリートであ

り，農村での指導者，権力者である。彼らは，

新しい農業技術や政府の農産物価格政策などの

恩恵を受け，農業経営者的志向をもち，政府の

農業政策には敏感に反応して積極的に発言し，

政治への関与を強めていった。経済開発汁画と

の関連では，第4次 5カ年計画（1969～1974年），

第5次3カ年計画 (1974～1979年）における農

業・農村向け政策は，その多くが農村貧困対策

と銘打つていても，このような富裕農民の存在

を背景にしている。農村対策諸事業の拡大は，

これら富裕農民に直接的な利益を与えるもので

あった。パンチャーヤット選挙を実行しないこ

とは，彼らの農村における権力基盤を安定的に

確保するために，好都合であった。彼らは村に

おける影響力によって農村禦を政治家に提供し，

11 
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al Area Programmeなどc

（注15) Math例九 Statusof Panchayati Raj 
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p. /. 

(i主18) L. C. Jain et al., Grass without Roots: 

Rural De1:e!opmenf under C什l'C1ヲt

｛？呼む汎y DelhiιSage Publications, 1985), p. 44 

I；主19) アソカ・メータ委員会報告書， p.60 

<il:20i 井とーインド：国民会議派体制の崩壊

アゾカ・メータ委員会報告書， pp司 4-5;

Mathe官、 Statusof P側 chayatiR勾．

( j土21) カルナ～タカ州などの例外もある ο 河外i

におけるパンチャーヤ y ト制度の繁備は，井上恭子

「1970年代のカル十一タカ州政治 インティラ・

ガシディ一時代•，！））式論 .J (j佐藤宏編 7南アジア

現代史と国民統A°JJ 研究双書？山 366アジア経済研

究所 1988.lj::）を参照。

(1主22) Kuldeep l¥fathur，“Politics and Imple-

mentation of Inte耳rated Rural Development 

Pru耳目mme.・・ £'co則的irand PρIi/lea! itcekl,: vol 

XXX, nos. 41乱ml42. October 14 2L 1995, pp. 2703 
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ヤット制度の転換期パンチャ1
 

1
 

1
 

(1977年から10年間）

政治危機からインディラ・ガンディ一政権が

1975tf6月に発令した同内非常事態宣言は， 1977

年3けに撤回され，同年3flの第6次連邦ド院

インディラ・ガンディ一悶民議員選挙心結果，

会議派政権に代わってジャナタ党のデサイ政権

ジャナタ党は，非常事態体制下でが誕生した。

j政治弾If：を受けた諸野党の連合体である。ジャ

の会ナタ党結成には，

議派と対立していた野党会議派，北インドの富

インディラ・ガンディ

議！替を政治基盤とするハーラティーヤ・ロク・

ヒンドゥー主タソレ（Bhar乱tiyaLok Dal: BLD入

中央・州、｜の政治家は農業・農村開発政策をもっ

て富裕農民に報いたほ22）。

このような状況を打破して，パンチャーヤッ

ト制度が新たな展開を遂げるためには，大きな

政治変動が必要であった。それが， 1977年の第

6次下院選挙での国民会議派の敗北とジャナタ

党政権の誕生である。

（注 1) Government of India司 PlanningComm1s 

Sl0!1、TheFirst Five Yeaγ Plan. A Draft Outline 

(Delhi: Manager of Publications. 1951), pp. 65-66 

(i主2) Ibid., p. 42. 

（注 3) Ibid., p. 102. 

(i主4J Ibid., p. 103. 

（注 5) P. C. Mathur, Political Dynamics o( 

Panchayati Raj: The Institu玩onal Pendulu宵 1 of 

Devolutio担問dRetractio説、 19599仏 WithSpecial 

Reference to Rのasthan(Delhi: Konarak Publishers, 

1991), p. 113 

（注6) Governm巴ntof India, Committ巴e on 

Plan Proj,抗：ts,Report of the Team for the Study of 

Community I':γojects and National Extension !3ervice、

Chairman: Balwantrai Mehta (New Delhi. 1959) 

（以下，ハルワントライ・メータ委討会報告書と略称） ι

（法7) Mathur, Political品Y削 mies . , p. 90. 

(i.t 8 ) 憲法第11策 I中央・州関係4 の第2・16条lこ

関連する第Ht則は，リスト 1に連邦所管事i九リ

スト IIに州所管事項，リスト Illに中央と州の共通所

管拳墳を定めることで．小央と州との所管事i討を分

けている。州所管事演には，地方政府，農業， u也‘

など農村関連事羽が合まれている。

（注9) ラジャスタン州州都ジャイブルから260キ

ロメートル。

0主10) Mathew, "Panchayats J‘p. 128. 

（注lI) 1960年代半ば時点で，全57万9000村の96

%，農村人口の92%を対象に，幻 Ti7300余りの村済

パンチャーヤットが成立したっ Mathewすがtatw，り

Panchayati Raj ..、 p.5 

(il:12) アソカ・メータ苦委員会総i省， pp.:34, 

(i_tl3) Mathur, Political Dynamics . , p. 104. 

(i.il 4) たとえば1960',fにIntensiveAgricultural 

District Pro店ramme.1964iド（こ lntむnsiveAgricultur-

I2 
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義政党ノf－ラティーヤ・ジャン・サン（Bharatiya

Jan Sangh: BJS），社会党（SocialistParty）など

が参加した。

デサイ政権は，州自治の拡大と地方分権化を

政策に掲げ，その関連で1977年12月にパンチャ

ーヤット制度の見直しを目的とする委員会を設

置した（注1）。委員会設置は，ジャナタ党選挙公

約の「地方分権化」に従ったものであった。デ

サイ政権の政策方針は，農業・農村政策では，

農業生産肱大，雇用拡大，貧困根絶を強調し，

具体的には農村開発事業を重視した。その点で

は， ftt米の政権の政策方針とさして変わらな

い。しかし政策の遂行のために，農村開発事業

の立案と実行について「地方分権化」を推進す

る構想を打ち出した点が重要である。その目的

に沿って，パンチャーヤット制度を検討する上

記委員会を設置した。委員長がアソカ・メータ

(Asoka Mehta）であることからこの委員会はア

ソカ・メータ委員会と通称される（注2）。アソカ

・メータ委員会の設置の背景には，開発行政の

なかで重要な役割を果たす地方制度としてのパ

ンチャーヤットの政治的な側面に関心が高まっ

ていたことがある。これ以降10年余りの期間，

パンチャーヤット制度に関して，政治的にも行

政的にも震要な意味をもっ地方制度としての認

識が醸成されていく（注；l)。

アソカ・メータ委員会の任務は，開発事業計

画。：案と実施の面の地方分権化を司能とすべく，

パンチャーヤット制度を強化する方策を提案す

ることであった。委設会の検討項目は，（1）資金

・資源の調達，（2）農村開発事業の立案と実施，

ならびに弱者保護の方策の検討，（3）選挙を含む，

パンチャーヤット制度の検討，（4）パンチャーヤ

ツトと行政との関係の検討，（5）財政問題の検討，

インドにおける地方行政

などであった。

ところで先に述べたようにパンチャーヤット

制度は，憲法で州管事項として規定されている。

したがってアソカ・メータ委員会は，中央政府

設置の委員会でありながら州管事項を扱うこと

になる。このため政府は州・連邦直轄地政府に

配慮、し， 3州首相（注4）を委員会に加え，州の意

見を汲み上げる努力を示している。ジャナタ党

以外の政党からは，会議派議員シンデ（A.P. 

Shinde），ケララ州元州首相でマルクス主義イン

ド共産党（CommunistParty of India〔Marxist〕）

のナンブーディリノfド（E.M. S. Namboodiripad) 

などが参加している。

委員会の委員構成は，与党ジャナタ党の農村

基盤勢力も反映している。ジャナタ党の重要な

一翼を担うチャラン・シン（CharanSingh）農業

大臣が率いる前記BLDは，北インドの農民カ

ーストであるジャート (Jat）を中心とする農村勢

力を代表している。農業部門からはさらに上記

シンデが，マハラシュトラ州ナーシク（:'.¥rasik)

を中心とする砂糖産業を代表している。このよ

うに委員会の委員構成から，農村基盤勢力を念

頭に置いた農業部門への利益拡大という意図が

見てとれる。事実アソカ・メータ委員会は，農

業の構造変化と農村の政治・社会的構造変化を

重要視して，さらなる農村発展の必要性を念頭

に置いており，報告書はこの問題に多くの紙面

を割いている川5｝。

パンチャーヤット制度の重要性が増した背景

には，この時期，農村開発への政府事業が増え，

政府拠出金も大幅に増大したと pう事情があるc

ジャナタ党政権時代には，黄金を食糧で支払う

食糧支給公共事業（Foodfor Work）が発足した。

前政権時代の1976年に始められた総合農村開発

13 
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事業（IntegratedRural Development Programm討

も強化された。これらの実施のための受け皿と

してパンチャーヤット制度が利用され，このこ

とが制度の整備を促した。

アソカ・メータ委員会は1978年8月に報告

書を提出した（注6）。委員会提案の骨子（i, 2層

一一県に県評議会と，その下に複数村落をまと

めたマンダル・パンチャーヤット（m乱ndalpan-

chayat) のパンチャーヤット制度を導入する

というものであるc マンダルとは額域とか集合

体という，意味のヒンディー請の単語であるc 村

の集合体として新たに結成されるマンダルは，

人［］ 1 )i5000から 2万の単位で村をまとめたも

のである。両ノfンチャーヤットの関係は，県評

議会が県レベルの開発事業計闘を作成し事業実

施の責任を担い，マンダノレ・パンチャーヤット

への行政支援を行ない，マンダル・パンチャー

ヤットが農業，林業，家内工業，福松活動なと

を含む開発事業を実施するとなっている市わο

また，パンチャーヤット選挙は州選挙管煙委員

会が中央選挙管理委員会の監督の下に実施する，

パンチャーヤットへの権限の委譲について憲法

上の保障を与え，限定的かつ特定課税権を付与

する，とされた。財政面の提案では，州財政の

3分の 1が県評議会での運営に委ねられること

になる。また，計画立案・執行権限を州行政機

関からド位機関に委譲することになるが，これ

について委員会は，開発機能の民主的な運営と，

州の責務の軽減を目指すものと説明したの地税

をパンチャーヤットに委譲するよう勧告もおこ

なった（性8）。

委員会の議論の過程で，パンチャーヤット制

度改2艇のためには態法改正が必要との議論がた

された。報告曹は，委員会が事情聴取した人物

14 

を含む21人の連名による憲法改正法案試案を添

付い政府の検討を促している｛注射。この憲法

改正法案試案を要約すると，すべての州に地丈i

自治体として村落パンチャーヤットと漂評議会

の2層ノfンチャーヤットを基本的に設置，委員

は選挙で選出され選挙は選挙管理委員会が管轄，

f壬期は4年，司法機能をもち，会計検査院が会

計検査を実施し報告書を州知事に提出，州知事

は報告書を州議会に提出，パンチャーヤットの

財政収入に関して州政府が5年ごとに設置する

財政委員会がパンチャーヤット財政のあり方を

検討し報告書を州議会に提出，州知事がパンチ

ャーヤットの停止・解散権をもっ，などであ

るU-t!OI。後述する1993年の憲法改正を先取りし

た点もある。ただし， 1993年に実現した全国一

律のパンチャーヤット制度制定，およびパンチ

ャーヤット制度への中央政府の管轄権を規定す

るための憲法改正までは論じられておらず，上

記憲法改正法案試案を紹介する報告書第3意III

第6節は，パンチャーヤットの制度的確立に力

点を置いた説明となっている（出1)0 

アソカ・メータ委員会勧告に沿っていくつか

の州は法改正措置をとったο1978年には凶ベン

ガル州が政党参加による地方選挙を実施した。

西ベンガル州はパンチャーヤット制度が整備さ

れた州の例となっている。同州左翼戦線（Left

Front）州政府の方針lムパンチャーヤット制度

をとおした土地改革・農村開発による農村への

左翼戦線政治の浸透，政治基盤の整備であり，

左翼戦線の政権固めに質献が大であったと評価

されている悦12）。問ベンガル州に続いては，カ

ルナータカ州，アンドラ・プラヂシュ州，ケラ

ラ州などがパンチャーヤット制度整備に動いた。

これらの州は，旧米のパンチャーヤットj去を修
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正するか，新法を導入するかして，おおむねア

ソカ・メータ委長会勧告に沿った制度改正を実

施した（注目）。しかし改革に着手しなかった州も

多い。

ところで1979年7月にジャナタ党デサイ政権

を継いだチャラン・シン政権は，デサイ前政権

以上に短命政権ではあったが，その政治基盤が

富裕農民層であったことから，農業・農村重視

をさらに強く主張し，政府財政における農村開

発資金の比率を拡大させ，農村貧困除去事業，

弱者への直接補助事業を強調する政策をとった。

1979年に農村再建省（Ministryof Rural Recon-

struction）を設置したことなどは，チャラン・

シン政権の農村・農業部門寄りの政治姿勢を反

映している世14）。

デサイ政権から短命のチャラン・シン政権へ

と続いた政治的混迷は， 1980年1月の第一7次連

邦下院選挙の結果会議派が政権に返り咲いたこ

とで，一応の決着をみた。インディラ・ガンデ

ィー会議派政権は，農村開発事業を強化した。

農村票をどれだけ確保できるかが選挙の勝敗を

分けるという実態の認識から，多くの政党が農

村禁に期待する状況で，政権党が農村開発事業

を政治戦略的に重要視することは当然であった。

したがって，パンチャーヤット制度を貧困対策

事業，農村開発事業と連携させる方向は継承さ

れた。

このような認識を背景－に会議派政権のもとで，

農村開発事業，貧困対策事業とパンチャーヤツ

ト制度の関連について検討がなされた。主なも

の挙げると， 1983~fこ経諦諮問評議会（Econom・

ic Advisory Council）が首相に「州における開発

事業計画作成と実施の地方委譲」に関する報告

書を提出（注15），同年にはまた経済学者八ヌマン

インドにおける地方行政

タ・ラオ（C.H. Hanumantha Rao）を委員長に

「県レベルの事業計画に関する作業委員会」が

設置され（注目）， 1985年には「農村開発事業と貧

困対策事業のための行政制度の検討」のために

ラオ（G.V. R. Rao）を委員長とする委員会が設

置された位17）。いずれも開発事業計画の作成と

実行を地方に委ねる方向に力点を置いているが，

それに比べて地方自治の拡充という点は暖昧で

ある。

1984年に，暗殺されたインディラ・ガンデイ

ーから政権を引き継いだラジーヴ・ガンディー

による会議派政権のもとで，パンチャーヤット

制度改革は呉体的に動き出した。まず， 1986年

に任命されたシンヴィ（L.M. Singhvi）を委員長

とする委員会は1987年に提出した報告書で，パ

ンチャーヤットを地方自治体の基本単位とし，

これを憲法で規定することを提案している。ま

た同報告書は，財政面への配慮，選挙規定，基

層パンチャーヤット，開発事業実施の主体とし

ての権限・機能を重視しており，パンチャーヤ

ツト制度強化の方向が読みとれる世18）。とくに，

パンチャーヤットを地方自治体と規定したうえ

で，財政的な裏づけや選挙規定などを組み込ん

だ憲法改正に註及していることは，地方自治が

パンチャーヤット制度の重要な要素であるとの

認識が浸透しつつあることをうかがわせる。

パンチャーヤット制度を直接扱った委員会で

はないが，；花最高裁判事サルカリア（R.S. Sar-

karia）を委員長に1983年6月に設置された中央

・州関係に関する委員会，通称サルカリア委員

会も，地方制度，地方自治を取り上げている。

サルカリア委員会設置の背景には，特に州から

中央政府に向けられた州権限拡大要求の高まり

がある。したがってこの委員会の目的は，中央

Eラ
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と州との関係を検討し，それぞれの権限，機能，

責務に関して改善が必要ならばそれを勧告する

というものである。しかし権限と開発事業計画

立案の地方委譲に関連して，パンチャーヤット

制度も検討対象に加えている。同委員会の報告

書は1988年に提出された（注目）。サルカリア委員

会報告書は，パンチャーヤットの財政的，機能

的な強化を勧告し，定期的選挙と定期的会合が

必要であるとし，パンチャーヤット制度は全国

統一的制度であるべきであり，また中央財政委

員会のような機関が州レベルに必要で，その機

関の裁定により州政府が事業資金を目的に沿っ

て有効に県に配分できる，と具体的に勧告して

いる。上記諸委員会報告書を読み進むことによ

り，パンチャーヤット制度の形態について，方

向性が閉まりつつあることがわかるじ

この時期パンチャーヤット制度は，州、！で独自

の牒聞をみせている。先に，アソカ・メータ委

員会以降いくつかの州が積極的にパンチャーヤ

ット制度を整備したと述べた。とくに非会議派

政党が州政権を相当する州のなかには，地方開

発をとおした政治基盤強化のためにパンチャー

ヤット制度の整備を試みる州があった。間べン

ガル州とカルナータカ州は，そのような州の例

である (il'2010 この時期両州の政権党は会議派で

はない。中央政府政権党である会議派に対抗す

るため，州、｜における政治基盤確保の子段として

パンチャーヤット制度の整備に力を注いだとい

えるほ21）。同じく非会議派政権下のアンドラ・

プラデシュ州，ケララ州などもパンチャーヤッ

ト制度の整備・活用に動いた。これらの州での

制度整備がある程度進展できた理由には，先に

述べたようにパンチャーヤット制度が州の管轄

事項であるという慾法上の謀づけが寄与してい

16 

た。また，中央集権を志向した1970年代のイン

ディラ・カ、ンディー会議派政権の時代と異なり，

1980年代の会議派中央政権は，パンチャーヤッ

ト制度整備に関する，Jflの裁量権行使を統制する

力をもたなかった。

憲法が，州政府にパンチャーヤット制度の運

営と統括権限を認めていたことが，州独自のパ

ンチャーヤット制度整備を可能とし，また，州

政権党が制度を政治的lこ活用することを可能と

した。次に述べるように1989年ラジーヴ・ガン

ディー会議派中央政府は，憲法改正によって全

国統ーが？なノfンチャーヤット制度の確立を試み

たが，ニれは，パンチャーヤット制度への権隈

を中央政府が掌握することで，野党政権ドの州

での会議派勢力の回復，さらに会議派政権下の

州での野党勢力のくい止めと自派勢力の基盤確

保と拡大を意同していた。

しかしこのような，パンチャーヤット制度を

とおした政治基盤確保が主眼となる政治状況の

なかでは，地方自治や権限の地方委譲の議論は

欠部する。とくに中央政府からのヅj的なノfン

チャーヤット制度掌握の試みは，州にとってみ

れば，パンチャーヤットへの州権限の委譲，権

力の地方分散となり，州レベルの政治構造を損

なう恐れがある。したがって州政治のレベルて

パンチャーヤット制度整備への抵抗は強くなる。

州政府は従来ノfンチャーヤットから権限を取り

上げてきたとのシン (HoshiarSingh）の指摘は，

このような事情を読み込んで、いる（注22）。またこ

のことは，いくつかの州が制度整備に着手はず

るものの，制度の定着に失敗しているという

突の一凶ともなっている。 i欠節で述べる全国統

やー的なノfンチャーヤット制度確立の試みでは，

とくに権限の地方委譲，地方自治の形態iこ閉す
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る問題で，パンチャーヤット制度に関係する中

央と州との利害の対立があり，調整を要した。

パンチャーヤット制度の統ーは，州、iレベルの政

治構造への影響に関する思惑が交錯するなかで

進められた。

（注 1) 同じ1977年に中央政府計樹委員会（Plan-

ning Commission）が，ダントワラ（M.L Dantwala) 

を委員長にブロック・レベルでの開発計画作成のガ

イドラインを検討する委員会を設置している。

（注 2) 委員長のアソカ・メータは，ネル一政権

時代の中央政府計画委員会副委員長であり‘ 1969年

の会議派分裂のときには反インディラ・ガンディー

である野党会議派に与し， 1977年のジャナタ党結成

に参加したという経歴をもっ。

（注3) マテウは，アソカ・メータ委員会以降の

パンチャーヤット制度を，「第2世代のノミンチャーヤ

ッ卜制度J と称し，この第 2段階でーパンチャーヤ

ットが地方レベルの開発機関から政治制度に展開し

た」と評価している。 Mathew,Status of Panchayati 

Raj ..・＇p.8.政治制度への展開だと評価することは

早急過ぎると考えるが，前記のパルワントライ・メ

ータ委員会報告書がパンチャーヤット制度に開発行

政の機能をもたせようとした（pp.8-10）のに対して，

アソカ・メータ委員会報告書はパンチャーヤット制

度の政治制度としての側部にも脚光を浴びさせた点

は盤裂である。

（注4) タークル（KarpooriThakur）ヒ’ハール州

首相（ジャナタ党），パダル（PrakashSingh Badal) 

パンジャーブ州首相（シロ7 ニ・アカリ・ダル〔Shi

romani Aka Ii Dal J），ラマチャンドラン（M.G. Ra-

machandran）タミル・ナード州首栂（全インド・ア

ンナ・ドラヴィダ進歩同盟〔AllIndia Anna Dravida 

Munnetra Kazhagam〕）。

（注日） 食糧生産など農業生産の 1960/61年度と

1975/76年度との比較や，高収量品種の導入による生

産変化，化学肥料消費量の伸び，農村地帯の工業化，

地域工業開発の拠点としての県工業センター（Dis-

trict Industries Centre）の県への設置（1978年）など，

tre業部門・農村部門の変化を政府は強調しているc

アソカ・メータ委員会報告書， pp.1018υ 

（注6) 報告書の発表は，ちょうどチャラン・シ

インドにおける地方行政

ン農業大臣がデサイ内閣から辞任して政治的動揺が

激しくなっていた時と重なっている。

（注7) アソカ・メータ委員会は，農村開発とミ

クロ・レベルでの計画過程を強化する目的で，パ！ン

チャーヤットがこれらの事項に関与することを望んだ。

Indira Hirway，“Panchayati Raj at Crossroads，＇’ 

Economic and Political Wセekか， vol.XXIV, no. 29, 

July 22, 1989. p. 1663. 

（注8) ただしこれらの点は，州権限の部減であ

るとして，反対が大きかった。

（注9) そのうちの 2人は委員のナンブーディリ

パド（E.M. S. N amboodiripad）とデイ（S.K. Dey）。

進法改正案と提案説明は，アソカ・メータ委員会報告

書のAnnexure2，“Towards Roots of Democracy," 

“The Constitution (Forty-Third Amendment) Bill, 

1977，” pp.207-2080 

（注10) アソカ・メータ委員会報告書， pp.207-

2120 

（注11) アソカ・メータ委員会報告書， pp.34…350

（注12) ただし，商ベンガル州のパンチャーヤッ

ト制度の実績に一定の評価を下しつつも，地方自

治，権限のノすンチャーヤットへの積極的な委設とい

う点では，州政府は積極的でないとの分析もある o

N irmal Mukherje宕 andD. Bandyopadhyay，“I、Jew
Horizon for West Bengal Panchayats，” in Dece件

tralisatio刀..., ed. Mukherjeeなどを参照。

（注13) Mathew，“Panchayats . ，＇’ p. 129. 

（注14) 向省は，パンチャーヤヅト制度を統括する

役割を担い， 1982年に農村開発省（Ministryof Rural 

Development）と改称。

（注15) Government of India. Economic Adv1-

sory Council to the Prime Minister, First Report 

on Decentralisation of Development Planning and 

Imρlementation in States, Chairman: Sikhamoy 

Chakravarty (New Delhi, 1983）.報告内容は Eco抑om-

ic Times, Janu乱ry14, 1984に掲載c

（注16) 報；！；・脅は， Governmentof India, Plan-

ning Commission, Re.ρort of the Wo治ingGroup on 

District Planning, vols. 1 and 2 (New Delhi, 1984）。

（注17) 委員会は，県レベルに設置される県評議

会の強化とMレベルの開発計i謝作成を重梶し，保内

のブロック・レベノレの開発計凶iと下位パンチャーヤ

ットとの行政的統合性の必要性を勧告した。 Govern-

17 
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ment of India, Ministry of Agriculture, Dεpartment 

of Rural Development, ReJうortof the C抑制nitteeto 

Review the丘:XistingAdministrative Arrangements 

for Rural Development and Paverむ’ AlleviationPro・ 

gramme (CAARD), Chairman: G. V. K. Rao (New 

Delhi, 1985). 

（注18) Governm巴nt of India, Ministry of 

Agriculture, Department of Rural Development. 

Committee for th邑 ConceptPap巴ron Panchayati 

R勾Institutions(C. C. P. P. R. I.), A Draft Cοncept 

Pa戸ron Revitalisation of Panchayati Raj Institutions 

for Democracy and Developme持t(New Delhi, 

November 28, 1986). 

（注19) Government of India. ::Vlinistry of Home 

Affairs Commission 0却 Centre-Sぉte Reおお0却s:

Report, Parts I and II, Chairman: R. S. Sari王aria

(New Delhi, 1988). 

(t主20) カルナーデカ州におけるパンチャーヤッ

卜制度は， 1970年代にすでにひとつの展開があった。

当時の会議派州政権が，野党寄りの農村有力者！婚を

排除して独自の政治基盤を構築ずるために，州にお

けるパンチャーヤット制度を組み替えたという実績

がある。井上「1970年代のカルナータカ州政治一・‘

を参照。

er主21) 商ベンガノレ州とカルナータカ州、iをはじめ

として，州別のパンチャーヤット制度については多

くの報告書がある。そのうちコーリは，この 2州lこ

ウッタル・プラデシュ州を加えてパンチャーヤヅト

制度を検討し，政治的意凶， fl政能力，付！の政治社

会的条件などが州におけるパンチャーヤット事IJ疫の

機能と展開を特徴づけていると議論している。 Atul

Kohli, The State and Pοverty: The Politics of Refo丹n

(London: Cambridge University Press in associa-

tion with Orient Longman, 1987）ー

（注22) Singh, Ad閉 inistration... , pp. 65叫 66.

N 憲法改正による制度統一

(1989年以降）

制度の制定が試みられた。しかし制度統ーのた

めには憲法改正が必要であった。まず1989年iこ

ラジーヴ・ガンディー会議派政権が憲法改正を

試みた。しかしこれは成功せず，改めて1993年

lこナラシムハ・ラオ（NarasimhaRao）会議派政

権｛こより憲法改正法案が議会に提出され，これ

が可決されたことで，全国統 a 的なパンチャ

ヤット制度が成立した。これにより独立以来の

パンチャーヤヅト制度の議論は一段落し，イン

ドの地方行政制度は新たな時代を迎えたc

まずラジーヴ・ガンディー会議派政権による

憲法改正の試みをみていきたp。首相の開催で

1989年 1月，ニューデリーで北部・西部12州の

パンチャーヤット委員会議が招集されたのを皮

切り c：，同年3月にカルカッタで東北ゾーンの9

4月にバンガロールで南部ゾーンの会議が開催

された。さらに 5月2日から 3日に， ・H-1政府で

パンチャーヤットを担当する省の代表者会議が

もたれ，最後に 5月5日にニューデリーで開か

れた全国外i首相会議で統時命的なパンチャーヤッ

ト制度構築が討議され，憲法改正を検討するこ

ととなった。

時期的にはちょうど， 1989年末に連邦下院選

挙を控えていたため，改正の政治的な意凶も

重要である。パンチャーヤット制度改革に言及す

る信相発言は，「県レベル以ードに権限と機能を

拡大させるJ，「中央政府官僚である県税務有に

地行開発事業計画立案を委ねる」，「県レベルの

開発事業計i嗣を中央政府計画委員会が作成す

る4 など，察レベル以下の農村を意識したもの

が多いり連邦制の粋でみると，州権限の削減と

中央集権の志向であるが，，，くつかの州で政権

1 . 1989年態法改正法楽 を握っている野党への対抗措置てーもある。中央

1989年以降，全国統一的なパンチャーヤット 政府は 4月に．「全国農村麗剤事業」（National

r8 
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Rural Employment Programm巴）と「農村土地な

し者雇用保障事業」（RuralLandless Employment 

Guarant田 Programme）を合体させて，農村愛

困層を対象とする失業対策事業シャワーハル

．ローズガル・ヨージャナー (JawaharRozgar 

Y ojana: JRY）を発足させた。これは州政府を通

過して資金をパンチャーヤットに直接に拠出す

る中央政府事業である。すでに実質的な選挙戦

は始まっており， 1989年5月10日の中央政府与

党国民会議派の全国委員会は，中央政府にパン

チャーヤット制度のための憲法改正A法案作成を

進めるよう要求する決議を採択している。憲法

改正構想は，下院選挙を照準にした与党会議派

の選挙対策という意味が大きかったの

このような会議派中央政府主導のパンチャー

ヤット制度改革に，州から疑問が呈された。州

側の反応は上述の州政府ノfンチャーヤット省代

表者会議で示された。非会議派政権州であるタ

ミル・ナード州とアンドラ・プラデシュ州から

「州は，地元の伝統と法に従ってパンチャーヤ

ットに取り組むことが認められるべきだ」との

反対意見がだされている（注I｝。アンドラ・プラ

デシュ州首相ラーマ・ラーオ（N.T. Rama Rao) 

は， 5月4日発表の声明でも，「いかなる憲法

改正も得策でなく，必要ない。パンチャーヤッ

ト制度は州の責任であり続けるべきで，地方自

治体を育成するという州行政の住民への義務と，

選出されて設立された州政府を無視して，住民

に直接接触しようとする中央政府の試みは，連

邦原則と憲法の無視である。地方自治政府の様

式と構造は州の裁量に委ねるべきである。中央

政府が真剣にパンチャーヤット制度を検討する

ならば，州への交付金を拡大すべきだ4 との見

解を表明した（注2）。非会議派政権州の見解がこ

インドにおける地方行政

こに要約されている。非会議派州政権は，中央

政府主導のパンチャーヤット制度の制定によっ

て叫の権限が剖られ，それによって政治基盤が

浸食されることを恐れた。上記1989年5月5日

の州首相会議では，非会議派5州首相（注3）がラ

ジーヴ・ガンディー首相の憲法改正提案に反対

した。

ラジーヴ・ガンディー会議派政権は，予算国

会最終日の1989年5月15日に，第64次憲法改正

法案を国会に提出した惟4Jc 法案提出説明では，

「この法案は，草の根で民主主義を確立するの

が目的」，「国民に権力を与える」，「法案は歴史

的，革命的」，「憲法発令以来の快挙」と述べら

れた（注5）。

1989年憲法改正法案は，アソカ・メータ委員

会報告書に添付された憲法改正法案試案におお

むね沿っているが（往6），明らかな相違点もある。

たとえば，当初政府が作成した1989年憲法改正

法案には，上記試案同様，大統領任命職つまり

中央政府任命職である州知事にパンチャーヤッ

ト解散権を付与した部分があった。しかし， 3

)j 15日に議会に提出された憲法改正法案では，

この規定は削除されていた。これは，「インデ

ィアン・エクスプレス」 (IndianEゆress）紙（注7)

が憲法改正法案をスクープして掲載し，その結

栄，中央政府が権限強化を意図しているとして

非会議派政権州などからの反発を呼び，反対意

見が形成されたため，政府が譲歩して削除した

ためである。また，アソカ・メータ委員会報告

書の憲法改正法案試案にあったパンチャーヤツ

トへの司法権の付与は， 1989年改正法案には含

まれていない悦 8）。

1989年の第64次憲法改正法案の主要点は，す

べての州に 3層のパンチャーヤットを置しし

19 
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かし人口20万未満の州は 2層でもよい，全議席 憲法第11付則（表3参照） Iこ定めた項目lこ関す

は直接選挙で選出する，任期は 5年，人口比に る事項に関連する事業の実施の権限と責任を吋

応じて指定カースト／指定部族に議席を留保す 与する，徴税権を付与し，州知事が任命する州

る，また30%を女性に留保する，パンチャーヤ 財政委員会が5年ごとにパンチャーヤットの財

ットに経済・社会開発事業計画立案を委ねる， 政構造を検討し州税収の配分，補助金の苦手jり当

表3 憲法第11付則

憲法第243G条に関遠するパンチャーヤットの所

管事項

1. 農業．農業普及を含む。

2. 土地改良，土地改革実施ヘ上地区画整理ぺ

土壊保全

3. 小規模滋減，水管理ー，流域開発

1. 資産， 酪農， 主主鶏

5. 漁業

6. 社会林業，農闘林業

7. 小型林産物

8. 小規模工業：食品加工を含む。

9. 粗布・農村・家内1；業

10. 農村住宅

11. 飲料水

12. 燃料，飼料

13. 道路，排水渠，橋，フェリー，水路，その

他交通手段

14. 5義付電化：配電を含む。

15. 非伝統的エネルギー資源

16. 貧困除去事業

17. 教育．初等・中等教育を含む。

18. 技術訓練，職業訓練

19. 成人・非公的教育

20. 図書館

21. 文化活動

22. 市場，市

23. 保健衛生：病院，基礎保健センター，診療

所を含む。

24. 家族福祉

25. 女性・児童開発

26. 社会福祉・身体障害者・知的障害者福祉を

合む。

27. 弱者福祉とくに指定カースト／指定部族福

祉

28. 公的配給制度
29. コミュニティ資産の維持

(i主） ＊は1989年：益法改正案には含まれていない。
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てなどに関する提案を州議会lこ付す，インド会

計検査院がパンチャーヤットの会計検査をおこ

ない州知事に報告書を提出する，この報告書は

さらに州議会にも提出される，をどとなってい

る。

先に述べたように野党の多くは，憲法改正は

州権限を削減する試みであると考え，憲法改正

に反対の立場をとった世9ら憲法改正による制

度改革の目的には，パンチャーヤット制度に明

確な憲法規定による地位を与えることがあった

が，野党は，現行憲法下でパンチャーヤットは

十分な権限を有していると主張した。野党から

の議論は，制度改革と連邦制との関連にとくに

集中した。なかでも州政権を握る野党は，中央

政府がパンチャーヤットに関する権限を掌握寸

ることは州権限の侵害であり，州、｜における野党

政治基盤の侵食を中央政府が意図していると考

えた惟10）。事実，会議派中央政府は，先lこ述べ

たように中央財政資金拠出事業である JRYを，

州政府に委ねるのではなく，直接パンチャーヤ

ット・レベルで実行した。中央政府と農村が直

結するこのような事業を，会議派の選挙勝利の

ために有益であるとみていたのである。

野党のうちたとえばマルクス主義インド共産

党改，憲法改正をパンチャーヤットの統制をと

おして州の権限を覆す陰謀と非難した。同党は

ケララと西ベンガルで‘州政権を握っており，パ

ンチャーヤット制度改革をとおした中央政府与

党会議派の臼的はこの両州での州政権奪同にあ
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ると考えた。同党のナンブーディリパド元ケラ

ラ州首相は，白ら参加した1978年のアソカ・メ

ータ委員会報告需の憲法改正法案試案とこの憲

法改正法案を比較して，次のように法案を批判

した。「（l）アソカ・メータ委員会では中央から

州への，州からパンチャーヤットへの分権化を

構想したのしかし今回の法案は第11付則の中央

管轄項目を現状のままとし，十Ii挙管項目を大幅

に削減している。つまりパンチャーヤットへの

権限委譲は州の犠牲の上にあるつ（2）州財政委封

会権限の問題があるコ州財政委員会は（中央政

府任命職である 引用名）州知事の任命機関で

ある。（3）さらにアソカ・メータ君主員会報告書に

付記された憲法改正法案試案は，パンチャーヤ

ット運営の全責任を州政府に委ねていたが，新

法案はこの権限を，とくにパンチャーヤットの

財務運営をインド会計検資院に委ねることでパ

ンチャーヤットの財務監督権限を州政府から奪

い，中央政府によるパンチャーヤット統制を

現しようとしている。（4）アソカ・メータ委員会

報告さ；ω試案では，パンチャーヤット制度に 2

屑， 3層，委員構成，議席皆保などで栄軟性を

もたせているが，新法案は全国統‘的制度を構

想、しており，柔軟性がない」(iiJl)c

全国 ・tto＞制度導入で柔軟さに欠けるとの批

判では，たとえばアルン・ゴーシ.1(Arun G弘治h)

も，閉べンガル州，カルナータカ州，アンドラ

・プラデシュ州、！といったすでに制度が機能して

いる州に，全国統一的な制度を強制することが

よいのか，制棋の奥なる 1+1 に－~ -0）制度を導入

する正当性はあるのか，との疑問を投げかけて

いる。逆に法案のli所として，選挙0）定期的実

施，政府によるパンチャーヤット解散権ω放繁

を挙げている川12¥

インドにおける池方行政

第64次憲法改正法案は下院を通過したが，上

院での法案審議Li,1989年10月の次期間会会期

iこ回された。上院で会議派は過半数勢力に満た

ないこ法案は10月15日に上院で2議席差で否決

された｛

1989年11月の第9次連邦下院選挙で会議派｛主

役北した。しかしこの選挙て＼パンチャーヤッ

ト制度を政治的iニー活用」したと評価されてい

るヘグデ（R.K. Hegde）率いるカルナータカ州

政府与党ジャナタ党や，ラーマ・ラーオ率いる

アンドラ・プラデシュ州政府与党テルグ・デ

サム党（TeluguDesam Party）も敗北している。

これらの州では，州政権党によるパンチャーヤ

ット制度の「活用j は選挙結果に反映していな

し当。ただし，西べン7ゲル＋Hではパンチャーヤッ

ト制度合強化してきた左翼戦線が勝手ljした。第

9，欠連邦下院選挙をみる限り，パンチャーヤッ

ト制度は，政党が農村票を確保できる絶対的な

道具ではなかったが，運営いかんによっては有

効な手段となりうることを証明している。

ラジーヴ・ガンディ一政権によるパンチャー

ヤット制度改箪のための憲法改正の試みは，州

政府を通り越して農村lこ直接接するという政治

リ的が先行したため，パンチャーヤットが中央

．’！＋Iさらに地方という連邦制のなかの行政機構

として的確に｛立置つρけられていないという問題

があった。また， Zミ付禁確保を t限としており、

そのための農村開発事業の受けl!Ilとしてパiンチ

ャーヤットを整備するという発想lこ立脚してい

た。つまり農村開発ω遂行機能としてのパンチ

ャーヤットを重視している点で，それまて＇OJパ

ンチャーヤット構想を継承していた。しかし，

制度改東心ための憲法改正法案作成の過程で，

パンチャーヤット制度の機能，役割，権｜授を制
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定する際に，地方分権，パンチャーヤット権限

の確定と強化，住民の参加といった地方自治の

重要な要素に具体的な検討が加えられ法案とし

て提示されたことは重要である C 1989年の憲法

改正法案は，農村開発事業のな案，実行主体と

して地方自治機能を拡充したパンチャーヤット

制度の構築に向けて歩を進めるものであったと

いえる。

2. 憲法改正

パンチャーヤット制度改革の次なる試みとし

ては， 1989年の第9次連邦下院選挙の結果，会

議派に代わって政権に就いた国民戦線政府によ

る第74次憲法改正法案がある。国民戦線は複数

の政党からなる連合戦線であり，戦線構成政党

聞の意見対立が調停できないという欠陥をもっ

ていた。同法案は国民戦線政府により 1990年9

月に議会に提出されたが，同年11月に国民戦線

政権は崩壊し，国会審議は進まなかった。続く

政権が短命で倒れた後， 1991年5月から 6月の

連邦下院選挙を経て会議派のナラシムハ・ラオ

政権が成立する。この会議派政権下で，パンチ

ャーヤッ卜制度改革のための憲法改正が実現す

る。

ナラシムハ・ラオ国民会議派政権は， 1991年

9月に，農村部の地方自治体に関する第72次憲

法改正法案と都市部の地方自治体に関する第73

次憲法改正法案を議会に提出した。都市部を対

象とする地方行政制度の憲法改正は，今回初め

て提案された。 I利法案はいったん議会委員会

(Select Committee of Parliament）に付託され審

議された後，第72次改正法案は第73次憲法改正

法案として議会に提出され， 1992年12月22日に

下院で，塑23日に上院で可決された。都市部の

ための法案は第74次憲法改正法案として12月23
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日に議会で可決された。第73次改正法案は半数

以上の州の賛同の後， 1993年4月初日に大統領

の承認を得て成立した。都市部に適用される第

74次改正法も1993年6月1l::Hこ発効したが，冒

頭で述べた理由でここでは議論を割愛し，農村

部を対象とする第73次憲法改正を中心に議論を

進める。

この憲法改正によるパンチャーヤット制度改

革は，州政府が権限の地方委譲に抵抗するとい

う事態を解決した。この改正で第4葉（第243

条から第2430条）と第4A章（第243P条から

第243ZG条｝が憲法に挿入されたことにより，

中央政府が州政府管轄事項であるパンチャーヤ

ツト制度の包括的な体系を整備でき，河時にバ

ンチャーヤットの運営にも発言できるようにな

った。

改正法の要点は，（1)成人・有権者からなる村

民会（gramsabha）を設け，そのうえに全国一律

に村・中間（ブロック）・県の 3層パンチャーヤ

ット制度を設置する，ただし人口（200万未満）

によっては中間のブロック・レベルは省くこと

ができる，（2）すべてのパンチャーヤットは州選

挙管理委員会の指揮と監督のもとに住民直接選

挙で選出される，ただし村民会の選挙方法は州

が決定し，ブロック・レベルのパンチャーヤッ

ト議長は間接選挙で選出する，（3）国会議員と州

議会議員を，議決権と投票権をもっパンチャ

ヤット委員とするが，議長・副議長の選出権は

付与せず，議長に就けない司（4）指定カースト／指

定部族に人口比に応じた議席と議長職を輪番で

割当て，また， 3分の1以下の議席を女性（指

定カースト／指定部族を含む）に留保し， iその他

の後進階級」（OtherBackward Classes: OBC) 

への留保ti1iiの決定に委ねる，（5）パンチャーヤ
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ットの任期は 5年で，パンチャーヤヅトの停止

もしくは解散の場合， 6カ月以内；こ選挙を実施

する，（6）開発事業計画の作成と実施権限，なら

びに，憲法第11付則の項目に関する開発・計画

．実施関連事項をパンチャーヤットに委ねる，

(7）税，納付金，手数料などの徴収権を付与する，

(8）州統合基金（ConsolidatedFund of the State) 

から資金を拠出し，（9）パンチャーヤットの財政

構造を検討するためにら年ごとに州財政委員会

を州知事が任命，委員会はパンチャーヤットに

対する適正な資金分配方式を州政府に勧告する，

(10）会計検査制度を州政府が設定する，などとな

っている。

改正で評価される点は，選挙実施の義務化，

財政的裏づけ，州の権限領域の確定などである。

外｜権限の優位性が保護されている笥所は，選挙

実施を州選挙管理委員会の監曹下に置し会計

検査制度は州議会・州、｜政府が規定する，パンチ

ャーヤットの財政状態・資金供与問題は州の財

政委員会が検討・勧告し，税収・補助金・交付

金の配分を勧告する，などである。改正で問題

とされる点には，まず，制度の硬直性について

の問題がある。ケララ州は村落ノミンチャーヤッ

トを重点にし，西ベンガル州，カルナータカ州，

アンドラ・プラデシュ州も基本的に 2層からな

るパンチャーヤットを選択し制度を運営してき

た。しかし一律に 3盾のパンチャーヤット制度

の導入が義務づけられた。妥当な改正なのか改

悪なのかは，議論が分かれるところである。ま

た，パンチャーヤットへの資金，機能，権限の

委譲は限定されており，さらにこの問題の決定

権は州議会に委ねられている点である。過去の

例から，州政府・議会はパンチャーヤットへの

権限委譲には消極的であるσ パンチャーヤット

インドにおける地方行政

の自主権限について，多くの州が，限定的な開

発機能を除いては権限委譲に乗り気ではない。

また，女性，指定カースト／指定部族への議席

留保は，彼らが公正な代議制の行使を確実に保

証されない限り効果は期待できず，逆に，カー

スト制度が厳ししかっ男性寝位であるインド

の社会構造と抵触して，社会的緊張を招きかね

ない（注13）。国会議員，州議会議員に職権で投票

権を与えている点も，国会，州議会の優位牲を

確認するものであり，地方自治の基本理念に反

している。とくに州議会議員はパンチャーヤッ

ト権限の拡大を自己の権域の佳害と考える傾向

があり，そのことがパンチャーヤットの運営に

影響する可能性がある。

地方レベルでの事業計画立案の過程にも問題

がある。 5分の4は県パンチャーヤットの選出

議員で構成される県計画委員会（DistrictPlan-

ning Committee）が当該県の事業計画案を作成

して州政府lこ送り，それをもとに州が州計画案

そ作成することになる。しかし州計画は，行政

令で設置されている中央政府計画委員会作成の

国家開発計画とすりあわされる必要がある。つ

まり，下層から提出されてきた計画案がどの程

度受け入れられるのかという問題に加えて，行

政令に依拠する機関である中央政府計画委員会

が，憲法で制定されたパンチャーヤット開発の

ための爆計両委員会決定を左右することが認め

られているという問題がある。この点が法的に

妥当か否かの疑問がだされている（注14）。

地方自治の点では，政府行政官である県長官

(district magistratけの権限が依然として強いこ

とも問題であろう。県行政官のもとには郡，村

レベルで、県行政官の権限を代表する政府行政官

がいる。これらの行政官の存在がパンチャーヤ
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ットの執行権限の制限，自治機能の削減につな

がるとの批判もある（注15）。

第11付則項目（表3参照）をパンチャーヤヅ

トに委ねる件では，実施上の凶難が予想されるc

第17項目の初等・中等教育運営をパンチャーヤ

ットに委ねることが教育制度の充実にとって現

実的な策であるかどうかという点には疑問が大

きい。第14項目の，電力配給を含む農村電化，

第23項目の病院，基礎保健センター・診療所を

含む保健・衛生も，相応の専門技術，知識を要

することから，村済パンチャーヤットでは運営

不可能に近い。そのうえ第11付則が関係する窓

法第243G条は， i州議会は，自治政府としてω

役割行使を可能とするために必婆とあれば権問主，

権威をパンチャーヤットに委譲することができ

る」とあるのみである。第11付則の拘束力i訂正

いと言わざるをえない。

第11付則の第29項目と，第243G条は，パン

チャーヤットの財政収入の問題との関連で検討

する必要がある。第11付日ljを，中央・州、1・ノtン

チャーヤットの三者関係でみると，第11付HIM

パンチャーヤット所管工員円の諸事業で披大の資

金拠出者，技術供給者は中央政府である。つま

り開発事業の多くは中央政府によるもωで．こ

れらには行政・資金利用などで厳しい例制があ

る。実際，パンチャーヤットが独自に実行でき

る範凶は限られている。また第11付!ill事項ω教

育，農村電化，社会福祉，公的配給制度などは，

1tJ央政府と州政府による共通管JljJ事項でもあ

る。さらに，第11付則には，中央政府と州政府

の出先機関である県農村開発局(DistrictRural 

Development Agency），線工業センター，中央

政府計両委民会に所属寸る全国情報センター

(National Informatics Centre）とi直結する県情報
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センター (DistrictInformation Offic告）とpった手旦

織が担当する事項も含まれる。これらの組織は，

法的にはパンチャーヤットドに人る，もしくは

協力することになるが，これら政府出先機関と

パンチャーヤットとの関係は明確で、なしが注］6)0 

中央政府出資事業は，パンチャーヤットへの

計画立案権限委譲の問題点となろう c パンチャ

ーヤットの資金調達力の不足が，パンチャーヤ

ット独自の事業開発能力を抑える一方，中央政

府事業への依有が強まり続け，「常｛こ肥大する

中央の事業計画と中央政府出資事業は，多く心

場合，とりわけ選挙の際に，政治的パトロネー

ジ配分の道具となり，開発計両作成の池）J化を

難しくする」｛出7）という悪循環を生む恐れがあ

る。この点に関連して，先に述べたように，パ

ンチャーヤットと，これまで強大な行政権限を

保持してきた地方レベルの政府行政官との関係

が制度的に暖昧であるため，パンチャーヤット

の権限および 1:記第11付員！Jに関連する拘束力は

さらに弱くなるのではなし、かと懸念される。従

来から，中央政府資金直接拠出事業の金額を抑

えるべきであるとの勧告はあったが，現実は逆

行しているこ政府資金拠出開発事業がこれから

もパンチャーヤット事業の大部分を占めるとい

う状況では，地方行政官がパンチャーヤットを

「指導する」名目でパンチャーヤットの権限を

代行することが．州政府と中央政府またノミンチ

ャーヤヅト自身にとっても好都合である場合が

ありうる。その場合地方行政官は，；を法改正が

意凶したノfンチャーヤヅト制度に逆行して機能

するわけであるが，パンチャーヤット制度の初

期の段階で，その現象が蛸発し定着する危険’I:＇！：二

は大きい〆

主主後に，都市街flと農村吉flに分けて異なる
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改正をおこなったことには，疑問がだされてい

る。とくに都市部に関する憲法改正についてで

ある。都市部と農村部の両憲法改正には内容に

基本的に違いがなL、。その理由は，そもそもパ

ンチャーヤットは農村と密接につながった存在

であり，制度改正にあたって都市部の問題が充

分に検討されなかったことにある。都市部に関

する憲法改正の内脊は農村部のペンチャーヤッ

トを基準としており，都市ω問題には対処でき

ていない。この点でたとえば，県レベルで農村

部と都市部の開発計画を統合する際，またほと

んど都市化した都市近郊農村の開発計画を作成

．遂行する際などに支障がでてこよう（注18）。

3. 歩み始めたパンチャーヤット制度

憲法改正を受けて各州政府は，対応する州パ

ンチャーヤット法を制定した。またノfンチャー

ヤット選挙も順次実施された（則的。議席留保に

ついては，指定カーストに15%，指定部族に 7

%が標準である (il:20）。議席留保による指定カー

ストや指定部族のパンチャーヤット進出で，上

位カーストや農村有力持からの嫌がらせや妨害

が，暴力事件に発燥している例が報道されてい

る。女4性にパンチャーヤット議席の3分の lを

留保することについては，間保枠当＆選の女性パ

ンチャーヤット議員が業務遂行にあたって配偶

者に依存している例や，女性議員への嫌がらせ

の例も指摘されている（注21)。マディヤ・プラデ

シュ州での調査では，パンチャーヤット選挙後

の指定カーストや女性への暴力事件の増加が報

告されている（法制。ウッタル・プラデシュ州西

部のパンチャーヤットの実態調査では，留保議

席の議員は名目的な機能しか果たさず，もしく

は果たせず，パンチャーヤットの決定は地域の

有力者が下している例が報告されている（注2:l）。

インドにおける地方行政

また，多くの州が「その他の後進階級」（OBC)

への議席器保を見合わせているなかで，たとえ

ばマハラシュトラ州は27%，グジャラート州は

10%，カルナータカ州は3分のlの議席を OBC

に留保した。 OBCへの議席留保は全国統一的

でなく，州によって異なっている。 OBCへの議

席留保の政治利用という点では，ウッタル・プ

ラデシュ州の例が典型的であるc 同州てやは，再

二三の延期の末1995年4月にパンチャーヤット選

挙が実施されたが，選挙実施に先立って州政府

が各県でOBCの人口調査を実施し，その「結

果」に従って県ごとに OBCに大量の議席を留

保した。同州のパンチャーヤット選挙結果は，

州政権党が村落パンチャーヤットの45%を掌握

すると L寸大勝であった（注24)0 このように，制

度に対する政治のありょうは州により巽なる点

があるが，パンチャーヤゥト選挙の法定化は，

少なくとも州内の政治的変動や政治的操作によ

ってパンチャーヤット制度が崩壊することを防

止するだろう（注25）。

パンチャーヤットについて中央政府と州政府

とω認識の違いが早くも問題となってきてい

る。 1995'rf10月に，中央政府農村開発・雇用省

(Ministry of Rural Development乱ndEmploy-

ment）の主催で，全国パンチャーヤット議長約

7000人を集めたパンチャーヤット議長会議が聞

かれた。会議の席上ナラシムハ・ラオ首相は，

州がγ童給食や老齢年金，家族保険などの実施

によって資金をたれ流していると批判し，州政

府に執行を委ねないてー直接ノtンチャーヤットに

資金を拠出する中央政府の農村開発射業を正当

化した（注26）。 1996年の第11次連邦下院選挙を前

にしての政治的発言という意味合いもあるが，

中央政府与党会議派がパンチャーヤット制度を

Zう
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表4 村落パンチャーヤット収入構成 (1989/90年度）
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Sciences and Concept Publishing Company, 1995), p. 38. 

（法） 比率はGovernmentof India, Ministry of Rural Development, Panchayati Raj f制 titutionin Indiρ 
1991 (New Delhi, 1991）により算出。
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（出所） 表4と同じ（p.3針。

どのように認識しているのかを端的に示してい

る。

パンチャーヤットがはたして地方分権化を実

現できるかどうかについての疑問は，中央政府

資金拠出開発事業に関して，中央省庁の権限が

規定・法律の適用によって地方で強化されるこ

とへの懸念からも発している。近年，中央政府

から州政府への資金移転増の最大部分は，直接

パンチャーヤットに委ねられる中央政府資金拠

出開発事業のものである（注幻）。今後ますます，

中央政府農村開発事業の実施主体としてのパン

チャーヤッ卜の役割は重要となろう。農村開発

事業は，本来ならば，州政府事業と中央政府事

業が州政府の段階で統合され調整されてパンチ

ャーヤットで実施されることが望ましい。州政

府が充分に組み込まれていない開発事業は，事

業の効果を削ぐことになりかねず（i拙），パンチ

ャーヤットの強化にはつながりにくい。今後も

インドにおける地方行政

日1

一一 C • i --・I一一一一→ 一一一一一一
00 I I 1.13 

6. 99 I -. l 36. 75 I ｜ 訂 正 5.21 

4.791 32.731 5.961 I 28.871 0.49 

5.12 I 9.31 I 81.141 I I 55.64 

831 5.93 I 2.67 
一一一一一一一一L一一一一上ーす I 

中央・外｜間の謁整は必要である。

パンチャーヤットの資金面の強化について中

央政府の第10次財政委員会（TheTenth Finance 

Commission）が，年間約110億ルビーの中央政

府資金を新たにパンチャーヤットに拠出するよ

う勧告した。これは1996/97年度から実施され，

この資金は州政府を経由する。第10次財政委員

会はまた．州税収の15%をノfンチャーヤットに

配分するよう勧告した（注29）。これはパンチャー

ヤットに安定した収入を確保することになろう。

ただし財政委員会はパンチャーヤットの収税能

力強化，課税基盤強化の方法までは言及してお

らず，今:itこ「独立した財源篠保と補助金の拠出

は州政府の責任である」と述べている (if30）。ノf

ンヂャーヤットの収入構成から明らかになるの

は，脆弱な歳入基盤である（表4, 5参照）。パ

ンチャーヤットの自己資金調達能力の欠如は，

パンチャーヤットが地方自治体として成長する
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妨げとなろう（凶］）。この点では，州政府のパン

チャーヤットへの対応が事態を大きく左右する

だろう。

（注 1) The Statesman, May 4, 1989. 

（注 2) Ibid., May 5, 1989 

（注 3) 丙べンガル州．ケララ帰宅ア、yサム州，

アンドラ・プラデシュ外｜，タミル・ナード州。

（注 4) 法案全文は， Indian Express, May 14, 

1989に掲載。

( i主5) Times of India, May 16. 1989. 

（注 6) マテウは「モデルとしている」と j干して

いる。 Mathew,Status of J寺山ι'liayatiRaj . , p. 10. 

（注 7) プシュパ・ギリマニ (PushpaGirimani) 

署名の“Allin the Name of Panchayati Raj: Draft 

Constitution Amendment lgnor山 CMs’Views”と

題する記事。 CMsとは州同一相のこと。 IndianExpre品，

May 10, 1989.同紙は同時にこの憲法改正法案原案も

掲載している。

（注 8) B. K. Chandrashekar，“Panchayati RaJ 

Bill. The Real Flaw，＇’ Economic and Political 

Wセekか， vol.XXIV, no. 26, July l, 1989, p. 1434. 

（注9) とくに会議派と対立する国民戦線（Nation-

al Front）は，ボンマイ（S.R. Bommai）を委員長と

する委員会を任命し，この委il会は1989年 7I-HOB 

に反論の報告書 TheB，品川 ofDemocratic Decentral-

isation, Rゅort on Panchayaお andSelf-Government 

(New Delhi: Janata Dal Publication, 1989）を発表

した。 Mathew. Statt針。ifPanchayati Raj . , p. 11 

を参照。マト Tツルは，ラジーヴ・ガンディーによる

パンチャーヤット制度改績を「ノfンチャーヤット制度

の再発見iと呼ぶ。 Mathur,Political h制 mies

p. 34. 

<r宝10) The State，；持um,M乱y•1, 6, 1989. 

（注11) Peojうlehρ・emocmcY, May 21, 1989. 

（注12) Arun Ghosh，“The Panchayati Raj Bill，” 

Economic and Political Wl!l!k!y, vol. XXIV, no. 26, 

July 1, 1989, pp. 1430-1431. 

（注13) パンチャーヤットのみならず州議会・ I司

会における女性への議席留保問題は，井上恭子「女

性への議席留保問泌 パンチャーヤットを中心に

」（近藤則夫編 r1990年代インドの政治経済の展

開』調査研究報告書（！折内資料） γジア経済研究所
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1998年3月）を参照。

（注14) Singh, Administration , p. 69. 

（注15) 新法が旧法から大きく逆行との批判には，

George Mathew，“Karnataka Puts the Clock 

Back.＇’ 刀ie Hindu, April 19, 1993, また K.S. 

Krishnaswamy，“For Panchayats the Dawn Is Not 

Yet，＂位。担。慨 ica抗dPolitical W元ekl_v,vol. XXVIII, 

no. 41, October 9, 1993などがある。

(i主16) アルン・ゴーシェは，全国情報センター

が集める県レベルのデータが地元に留まらず中央政

府に直接送られる点を指摘して，地域事業計画の地

方化がすべての権限の中央集中のために利用される

危険性を指摘している。 ArunGhosh. "District Plan-

ning: '.¥lew Delhi Style，＇＇ど conomzcand Political 

Weeki_,; vol. XXIII, no. 42, October 15, 1988. p. 2144. 

( i土17) S.S. Meenakshisundaram, Deι日draliza-

tiυn in D，叩 elopi百gCountries ('.¥cw Delhi: Concept 

Publishing Company, 1994), p. 110. 

（注18) 都市部に，パンチャーヤットとは別個の

法律がある点について，ナンブーディリパドは，「す

べての都市，農村地方政府が県評議会の下にまとめ

られるべきだJ と，併存する 2法体系金批判しているO

E. '¥1. S. Namboodiripad，“Priりrities. Prospects: 

Interview with E. M. S. Namboodiripad，＇’ F即時tli持e,

June 28, 1996, p. 49.しかしこの方法では，郷市問題

には対処できないだろう。

（注19) 1996年 3月21日時点、でパンチャーヤット

選挙が実施されていない州は，ビハール州，オリッ

サ州，タミル・ナード州，ほかにはウッタル・プラ

デシュ州の 8丘陵県，さらに県評議会選挙が残って

いるのはチャンディガル，ラクシャド ，＇7イープ，ポ

ンヂ J チェリ連邦直轄地，ゴア州，マニブル例。 The

Hindu, March 22, 1996. その後タミ Iv• ナード州が

199G If 10 I Jに，オリッサ州も 1997年 l)j ＼こ選挙を実

泌するなど選挙が進められ， 1998斗L8 Jj時点で選挙

を実施していない州はヒソ、ール州のみとなっている。

Panchayati Raj 印date(Institute of Social Sci 

ences), no. 56, August 1998, p. 3 

（注20) 州の人口比にしたがって，たとえばカル

ナータカ州は指定カーストに15%，指定部族に 3%

をf税似した。 SukumarMuraliくlharan，“ドanchayati

Raj D，令官atingPower, Will the Congress (I) Let 

Gのつ J’FrontlinιJune17, 1994. p. :17 
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（注21) たとえば， SarthiRai，“Hus band Incor-

porated，＇’ India Today, April 15, 1997、p.78, 

(i主22) George ν！athew and Ramesh C. Nayak, 
“Panchayats at Work: What It Means for the 

Oppressed ? , ＇’ Economic and Political Weekか， vol

XXXI, no. 27, July 6, 1996. 

（注23) G. K. Lieten, "Panchayats in Western 

Uttar Pradesh：‘Namesake’Members”Economic 

and Political Wヤekly,vol. XXXI, no. 39, September 

28, 1996 

（注24) 州政権党であるサマージワーディ一党

(Samajwadi Party）は OBC基盤の政党であるc 州

政府は選挙に先立ち，村落パンチャーヤツト数を 7

万4000から 5万5000へと大幅に減らしたが，これも反

対勢力の排除が目的であったとされる。 DilipAwa-

sthi，“Uttar Pradesh: Taking Caste to the Grass-

roots，＇’ I目diaTod，αy, May 15, 1995, p. 44. 

（注25) カルナータカ州、l，アンドラ・プラデシュ

州，ケララ州では政権交替でパンチャーヤット制度

が途絶した経験がある。

（注26) The Hindu, October 11, 1995 

（注27) K. S. Krishnaswamy，“Panchayati RaJ：・

Karnataka’s New Step Backwards，＇’ Economic and 

PoHti「・alIt令官kl:,;vol. XXVIII, no. 18, May l, 1993, 

pp.847・848 

(/1:28) Indira Rajaraman, 0. P. Bohra. and V. 

S. Renganathan，“Augmentation of Panchayat 

Resources，” Economic and Political Weekly, vol. 

XXXI, no. 18, May 4, 1996, p. 1072. 

（注29) 1992/93年度で総額750億Yレビーとなる。

また第10次財政委L.！会報告書は1976;77年度の州税収

のうちのパンチャーヤット配分比率を12.02%と報告。

Government of India, Report of the Tenth Finance 

Commission (New Delhi, 1994), p. 50. ナードカル

ーはt：要15州で同様に数傾を試算し， 1968/69年度が

13.55%, 1980/81年度が1.34%,1987/88年度が1.19 

%としている。 Anand S. N adkami，“Panchayati 

Raj Finances in India，＇’ four削 1of lndim1 School of 

Political Econom五 vol.2, no. 3, Sept. Dec. 1990, p. 

41品

（注30) Government of India, Report of the Tenth 

Finance Commission, p. 47. 

CH::m パンチャーヤットの課税能力，資金カに

インドにおける地方行政

ついては金チ「インドの地方分権化……」／Oommen

and Datta, Panchayat~ ... /Nadkarni，“Panchayati 

R勾． ．”などを参照。

結び

1993年の憲法改正によりパンチャーヤットは，

開発事業の実施主体としての地方自治体と規定

された。それまで，政府による地方開発事業の

受け皿として注目され，利用されてきたパンチ

ャーヤットが，自治機能を付加された地方開発

事業の主体として位置づりられたことになる。

しかし憲法改正は，「自治」を厳密には説明し

ていない。第73次および第74次憲法改正は，パ

ンチャーヤットを「自治体」と定義しているが，

機能としては，実際には第243Gla）条および第

243G(b）条の開発のための役割が重点、となって

いる。この点では，従来の制度の継承である。

かつて付与されていた限定的治安権限は今後の

パンチャーヤットはもたず，これらの点では「自

治」からはほど通いとの批判もある（注I）。しか

しー方，農村開発事業，農村貧困層対策事業は

政治的にも重要な意味をもち，パンチャーヤヴ

トは開発事業遂行を中心機能とする重要な機関

であり続ける。そのような条件下では，地元の

意思が事業計画の作成，事業実行の過程でどの

ように調整され反映されるのかが，「自治体 j

としてのパンチャーヤットを評価する鍵となろ

つ。

しかし地｝j開発をめぐって中央政府と州政府

が政治的に競合する状況では，パンチャーヤッ

ト制度は歪められやすい。さらに，開発事業に

おけるパンチャーヤットの役割が過度に重視さ

れる限民 州政府であれ中央政府であれL位機
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聞からのパンチャーヤットへの政治・行政的干

渉は減ることはなく，そのことは地方自治・地

方分権化組織としてのパンチャーヤットの成長

にプラスとはなりにくい。

それでも1993年の憲法改正により，パンチャ

ーヤットが地方自治に向けて一歩前進したこと

は事実である。多くの未解決の問題を抱えては

いるが憲法改正が明確化した権限付与と資金力

の保障で，パンチャーヤットが自治的な，地方

開発の中心存在に成長することが可能となった。

開発事業や事業計酬の作成と実行に住民参加の

機会が与えられたことは，分権化と地方自治へ

の住民の積極的な関与を促すことができる。こ

れまでみてきたようにパンチャーヤッ卜制度は，

容易に利権政治の道具となりうる危険性をもっ

30 

てはいるが，憲法改正による制度的枠組みの完

成により，党派的な利害枠の外にパンチャーヤ

ット制度を展開し定着させることも可能となっ

た。政治の多党化が進み，州iこ強自の勢力基盤

をもっ政党が根づき，新しい政治関係が模索さ

れているなかで，パンチャーヤット制度ほ注目

すべき存在となっている。

（注 1) マテウがカルナータカ法1983年の議論を

例に挙げている。 Mathew，“Panchayats... ，＇’ P 
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（アジア経済研究所研究コーディネーター）

〔付記〕 本稿は， 1996年度アジア経済研究所研

究会「南アジア諸国における開放経済化と階層変

動」（主査：佐藤宏）の成果の一部である。
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